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船舶事故調査報告書 

 

                             令和６年１１月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年９月１３日 ０６時０５分ごろ 

発生場所 熊本県天草
あまくさ

市大浦漁港北方沖 

大浦港防波堤灯台から真方位３３５°１.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°３３.２′ 東経１３０°２１.５′） 

事故の概要 遊漁船ななは、東進中、また、漁船豊漁
ほうぎょ

丸は、北進中、両船が衝突

した。 

ななは、釣り客１人が負傷し、船首部外板に擦過傷等を生じ、ま

た、豊漁丸は、船長及び乗組員が負傷し、左舷船側部外板に亀裂等を

生じた。 

事故調査の経過  令和５年９月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 なな、７.３トン 

第２９３－４０５４３号（船舶検査済票の番号）、株式会社 

ウェスタマリン 

１３.９７ｍ（Lr）×２.７０ｍ×０.９１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４９３.００kＷ、平成２７年８月 

Ｂ 漁船 豊漁丸、３.８トン 

 ＫＭ３－５１１２５（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.２６ｍ（Lr）×２.５５ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５２.００kＷ、平成５年１１月１８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２８年３月２８日 

    免許証交付日 令和２年８月１９日 

           （令和８年３月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年４月３０日 

    免許証交付日 令和元年７月５日 

           （令和７年７月４日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（釣り客） 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び乗組員Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷、船首部手すりに曲損 

Ｂ 左舷船側部外板に亀裂、操舵室の窓に破損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、遊漁の目的

で、令和５年９月１２日１６時００分ごろ熊本県八代市所在のマリー

ナを出発し、１８時３０分ごろ天草灘の釣り場に到着して釣りを行っ

たのち、帰航することとした。 

船長Ａは、１３日０４時１５分ごろ釣り場を出発し、操舵室の右舷

側にある操縦席に腰を掛け、ＧＰＳプロッター及び１.５km レンジで

ヘッドアップ表示としたレーダーを作動させ、自動操舵により約２３

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北東進した。 

船長Ａは、小亀
こ が め

岩浮標沖で高杢
たかもく

島北方沖に向けて右転し、大浦漁港

北方沖を東進していたところ、太陽光により左舷船首方から船首方に

かけてまぶしく、右舷方を見ながら航行を続けた。 

船長Ａは、ふと船首方に視線を戻したところ、正船首方１００ｍ付

近にＢ船を認め、機関を後進運転としたものの、０６時０５分ごろＡ

船の船首部とＢ船の左舷船側部とが衝突した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船 

 

Ｂ船は、船長Ｂ及び乗組員１人（以下「乗組員Ｂ」という。）が乗

り組み、機船底引き網漁の目的で、湯島南南東方沖の漁場に向け、 

０５時５０分ごろ大浦漁港を出発した。 

船長Ｂは、乗組員Ｂと共に船首甲板に立ち、遠隔操縦スタンドの舵

輪及びリモコンレバーを操作し、約８kn の速力で北進していたとこ

ろ、左舷正横やや前方に東進しているＡ船を認めた。 

船長Ｂは、Ａ船が船速の速い遊漁船であると思い、Ｂ船が減速すれ

ば、Ａ船がＢ船の船首方を通過すると考え、機関の回転数を落とした

のち中立運転とした。（図１参照） 
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図１ Ｂ船の操船状況（イメージ） 

 

船長Ｂは、Ａ船の様子を見ていたところ、船首方を通過すると思っ

ていたＡ船がＢ船の左舷船側に向かっているように見えたので、Ａ船

が右転したものと思い、危険を感じ、乗組員Ｂと共に手を振って大声

を出したものの、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ａは、Ｂ船の左舷船側部に突き刺さったＡ船の船首部をＢ船か

ら離し、０６時１１分ごろ海上保安庁に本事故の発生を通報したの

ち、大浦漁港に向かった。 

Ａ船の船尾甲板に座っていた釣り客１人は、右腕に擦過傷を負っ

た。 

Ｂ船は、左舷船側部からＡ船の船首部が離れたのち、乗組員ＢをＡ

船に移乗させ、大浦漁港に向かった。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

船長Ｂ及び乗組員Ｂは、自家用車で天草市内の病院に向かい、船長

Ｂが前胸部打撲傷と、乗組員Ｂが頸椎捻挫とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、船首浮上を抑制する船尾部船底のトリムタブを作動させて

おり、船首方に死角は生じていなかった。 

船長Ａは、１２日２３時００分ごろから０２時００分ごろまで仮眠

を取っており、本事故発生前に眠気を感じていなかった。 

船長Ａは、レーダーを作動させていたが、レーダー画面の輝度を夜

船長Ｂ 
乗組員Ｂ 

遠隔操縦スタンド 
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間用に小さくしたままだったので、日出によりレーダー画面が相対的

に暗くなっており、レーダー画面を確認していなかった。 

船長Ａは、Ａ船のレーダーに、他船が一定の距離に接近した際、警

報を発する機能があるので、本事故後、本船から１.５km に他船が接

近した時に、レーダーの警報が鳴るように設定した。 

船長Ｂは、船首甲板で操船及び見張りを行っていたが、方位変化に

よってＡ船との衝突の可能性を判断していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり Ｂ あり 

Ａ なし Ｂ なし 

Ａ あり Ｂ なし 

 Ａ船は、大浦漁港北方沖において東進中、船長Ａが、太陽光により

左舷船首方から船首方にかけてまぶしく、右舷方を見ながら航行を続

け、船首方の見張りを行っていなかったことから、Ａ船の前路にＢ船

がいることに気付かないまま航行し、正船首方１００ｍ付近にＢ船を

認め、機関を後進運転としたものの、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 船長Ａは、レーダーを作動させていたが、レーダー画面の輝度を夜

間用に小さくしたままで、輝度調節を適切に行わなかったことから、

日出によりレーダー画面が相対的に暗くなっており、レーダー画面を

確認していなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、大浦漁港北方沖において北進中、船長Ｂが、左舷正横やや

前方に東進しているＡ船を認めたのち、Ａ船との衝突のおそれを適切

に判断していなかったことから、機関の回転数を落として中立運転と

し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船から見たＡ船の方位は、両船の針路及び速力から、船長Ｂが最

初にＡ船を認めてから衝突までの間にやや後方に変化していたものと

考えられる。 

船長Ｂは、船首甲板で操船及び見張りを行っており、目視したのみ

で、Ａ船が船速の速い遊漁船であると思ったことから、Ｂ船が減速す

れば、Ａ船がＢ船の船首方を通過すると考え、機関の回転数を落とし

たのち中立運転としたものと考えられる。 

原因  本事故は、大浦漁港北方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が北進

中、船長Ａが、左舷船首方から船首方にかけての太陽光がまぶしい

中、目視及びレーダーを使って船首方の見張りを行っていなかったた

め、Ｂ船に対する避航動作が遅れ、また、船長Ｂが、東進するＡ船を

認めたものの、Ａ船との衝突のおそれを適切に判断していなかったた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 



- 5 - 

 ・船長は、航行中、太陽光により見張りが困難となるときはサング

ラス等を着用するなどして、常時適切な見張りを行うこと。 

・船長は、レーダー画面への遮光及び輝度調整を適切に行い、レー

ダーを活用した見張りを行うこと。 

・船長は、方位変化の有無によって、他船との衝突のおそれを適切

に判断すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

Ａ船の釣り場 

熊本県 

八代市 

天草灘 

事故発生場所 

（令和５年９月１３日 

０６時０５分ごろ発生） 
高杢島 

大浦港防波堤灯台 

Ａ船 

Ｂ船 

大浦漁港 

立曽根浮標 

天草下島 天草上島 
天草市 

小亀岩灯標 

湯島 

Ｂ船の漁場 


